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手数料及びその料率の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 

１．業務規程第１１１条第２項に基づいて機構が定め

る同条第１項の手数料の料率は、次のとおりとする。

この場合において、参加者（質権者を含む。）は、下

記の各手数料に消費税及び地方消費税の相当額を加

算して機構に納入するものとする。 

 

(1)株券  

区分 徴収対象者 徴収料率 

（略） 

 

１．業務規程第１１１条第２項に基づいて機構が定め

る同条第１項の手数料の料率は、次のとおりとする。

この場合において、参加者（質権者を含む。）は、下

記の各手数料に消費税及び地方消費税の相当額を加

算して機構に納入するものとする。 

 

(1)株券  

区分 徴収対象者 徴収料率 

（略） 

 

（注）１．預託、振替、交付、保管手数料の各徴収料

率については、単元株制度における１単元の

株式の数（商法第 221 条第１項の規定に基づ

き会社が定めた１単元の株式の数をいう。以

下同じ。）が、1,000 株以外の場合には、上記

の各料率に 1,000 を乗じた額を当該１単元の

株式の数で除して得た額、単元株制度の適用

を受けない場合には、上記の各料率に 1,000

を乗じた額とする。ただし、機構が別に定め

る「大幅な株式分割等が行われた株券に係る

手数料の料率の特例」（以下「特例株券の料率

特例」という。）に規定する大幅な株式分割等

が行われた株券に該当することとなった株券

（以下「特例株券」という。）に係る預託、振

替、交付、保管手数料の各徴収料率について

は、当該特例の規定を適用して得られた額と

する。 

２．～５．   （略） 

(2)～(5)       （略） 

 

２．業務規程第１１１条第２項の規定に基づいて機構

が定める同条第 1 項の手数料以外の手数料及びその

料率は、次のとおりとする。この場合において、参

加者（質権者を含む。）は、下記の各手数料に消費税

及び地方消費税の相当額を加算して機構に納入する

ものとする。 

区分 徴収対

象者 

徴収料率 

機構名

義への

書換の

取次に

係る手

預託を

行った

参加者 

（1）株券 

1 株に 預託株券（特例株券を除

つき  く。）の機構名義への書換

の取次に要した費用を、

預託を受けた株数の総数

 

（注）１．預託、振替、交付、保管手数料の各徴収料

率については、単元株制度における１単元の

株式の数（商法第 221 条第１項の規定に基づ

き会社が定めた１単元の株式の数をいう。以

下同じ。）が、1,000 株以外の場合には、上記

の各料率に 1,000 を乗じた額を当該１単元の

株式の数で除して得た額、単元株制度の適用

を受けない場合には、上記の各料率に 1,000

を乗じた額とする。ただし、機構が別に定め

る「大幅な株式分割等が行われた株券に係る

手数料の料率の特例」に規定する大幅な株式

分割等が行われた株券に該当することとなっ

た株券に係る振替手数料及び保管手数料の各

徴収料率については、当該特例の規定を適用

して得られた額とする。 

 

 

２．～５．   （略） 

(2)～(5)       （略） 

 

２．業務規程第１１１条第２項の規定に基づいて機構

が定める同条第 1 項の手数料以外の手数料及びその

料率は、次のとおりとする。この場合において、参

加者（質権者を含む。）は、下記の各手数料に消費税

及び地方消費税の相当額を加算して機構に納入する

ものとする。 

区分 徴収対

象者 

徴収料率 

機構名

義への

書換手

数料 

預託を

行った

参加者

（1）株券 

1株に 預託株券の名義書換に要

つき   した費用を、預託を受け

た株数の総数で按分した

額 
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（略） 

(注)１．株券に係る機構名義への書換の取次に係る手

数料は、１単元の株式の数が 1,000 株以外の銘

柄の場合には、当該株数に 1,000 を乗じた数を

当該１単元の株式の数で除して得た株数に読み

替え、単元株制度の適用を受けない銘柄の場合

には、当該株数に 1,000 を乗じて得た株数に読

み替えて、当該徴収料率を算出するものとする。

２．証券取引所が定めた売買単位が１口以外の投

数料 で按分した額。ただし、

特例株券に係る機構名義

への書換の取次に係る手

数料については、特例株

券の料率特例４．の規定

を適用して得られた額 

 

（1 参加者による 1 日 5

億株超の預託（機構が当

該参加者に対し、予め複

数の預託日を指定した場

合には、各指定日の当該

参加者の預託株数の合計

株数を１日の預託株数と

みなす。）に係る株券（特

例株券を除く。）の機構名

義への書換の取次に要し

た費用は、当該預託を行

った参加者が納入するも

のとし、当該預託に係る

株券の機構名義への書換

の取次に要した費用及び

当該預託に係る株数の総

数を含まない。） 

 

(2)協同組織金融機関の優先出資

証券 

１口に 預託優先出資証券の機 

つき  構名義への書換の取次

に要した費用を、預託を

受けた口数の総数で按

分した額 

 

(3)投資証券 

１口に 預託投資証券の機構名

つき  義への書換の取次に要  

した費用を、預託を受け

た口数の総数で按分し 

た額 

(注)１．株券に係る機構名義への書換手数料は、１単

元の株式の数が 1,000 株以外の銘柄の場合に

は、当該株数に 1,000 を乗じた数を当該１単元

の株式の数で除して得た株数に読み替え、単元

株制度の適用を受けない銘柄の場合には、当該

株数に 1,000 を乗じて得た株数に読み替えて、

当該徴収料率を算出するものとする。 

２．証券取引所が定めた売買単位が１口以外の投

 

 

 

 

 

 

 

（1 参加者による 1 日 5

億株超の預託（機構が当

該参加者に対し、予め複

数の預託日を指定した場

合には、各指定日の当該

参加者の預託株数の合計

株数を１日の預託株数と

みなす。）に係る株券の名

義書換に要した費用及び

当該預託に係る株券の総

数を含まない。） 

 

 

 

 

 

 

 

(2)協同組織金融機関の優先出資

証券 

１口に 預託優先出資証券の名 

つき  義書換に要した費用を、

預託を受けた口数の総

数で按分した額 

 

 

(3)投資証券 

１口に 投資証券の名義書換に 

つき  要した費用を、預託を受

けた口数の総数で按分

した額 

 

（略） 
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資証券に係る機構名義への書換の取次に係る手

数料は、預託を受けた口数を当該売買単位の口

数で除して得た口数に読み替えて、上記徴収料

率を算出するものとする。 

３．機構名義への書換の取次に係る手数料は、４

月から９月まで及び 10 月から翌年３月までの

それぞれの期間ごとに徴収料率を算出する。 

         （削る） 

 

 

４．・５．     （略） 

 

 

 

附  則 

 

この改正規則は、平成 16 年 10 月 1 日から施行し、

平成16年4月1日以降の手数料及びその料率について

適用する。 

 

資証券に係る機構名義への書換手数料は、預託

を受けた口数を当該売買単位の口数で除して得

た口数に読み替えて、上記徴収料率を算出する

ものとする。 

３．機構名義への書換手数料は、４月から９月ま

で及び 10 月から翌年３月までのそれぞれの期

間ごとに徴収料率を算出する。 

４．１参加者による 1 日５億株超の預託に係る株

券の名義書換に要した費用は、当該預託を行っ

た参加者が納入するものとする。 

５．・６．    （略） 

 


